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「臨時福祉給付金」と「障害・遺族基礎年金受給者向け給付金」

□申□問本庁・健康福祉政策課／各支所

　８月下旬に申請書を郵送しています。まだ申請が済んでいない人は申請書に必要事項を記
入し、必要書類を添えて同封の返信用封筒で送付または、本庁・各支所に提出してください。
※申請書が届かない人で、対象と思われる人は担当窓口までお問い合わせください。

●平成28年度臨時福祉給付金　平成28年１月１日現在で市に住民票があり、平成28年
度分の市町村民税（均等割）が課税されていない人。ただし、市町村民税（均等割）
が課税されている人の扶養親族や生活保護受給者などは対象外。
●障害・遺族基礎年金受給者向け給付金　「平成28年度臨時福祉給付金」対象者で、障害・
遺族基礎年金受給を受けている人。ただし、８月まで申請受付を行った「年金生活者
等支援臨時福祉給付金（高齢者向け給付金）」の支給を受けた人は対象外。

申請期限　平成29年１月６日㊎（当日消印有効）申請はお済みですか？

支
給
対
象

情報公開条例と個人情報保護条例の運用状況のお知らせ
　市では、透明性の高い市政運営と市民参加による“より開かれた市政”の実現を目ざして、
「情報公開条例」と「個人情報保護条例」を施行しています。平成27年度分の運用状況をお
知らせします。
■情報公開条例
①行政文書の公開請求の件数と処理状況

②不服申し立て件数…０件

実施機関名 請求者数 請求件数 全部公開 一部公開 非公開
請求に対する決定の内容

市　長
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
病院事業の管理者
議　会
合　計

■個人情報保護条例
①自己情報の開示請求の件数と処理状況

②不服申し立て件数…０件

実施機関名 請求者数 請求件数 全部公開 一部開示 不開示
請求に対する決定の内容

市　長
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
病院事業の管理者
議　会
合　計

□問本庁・総務課
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勤務場所・予定人員・応募資格・業務内容など 勤務時間 試験日程・内容 申込期限・
問い合わせ先

■職 種＝①介護保険要介護認定訪問調査員 ②事務補助嘱託員
■雇用期間＝①平成29年４月１日㊏～同30年３月31日㊏。
　　　　　　※研修期間２カ月以内（雇用期間前に実施予定）。
　　　　　　②平成29年２月１日㊌～同３月31日㊎。
■報酬（月額）＝①13万9,100円 ②10万8,200円。
　　　　　　　※いずれも交通費別途支給。  ※保険などの詳細はお尋ねください。
■申込方法＝履歴書を各応募先へ郵送（必着）または持参してください。①は履歴書に希望勤務地
を記入し、資格免許状と運転免許証の写しを添えてください。
■郵送先＝①〒863－8631（住所記載不要）天草市役所・高齢者支援課
　　　　　②〒863－8631（住所記載不要）天草市役所・総務課

①

②

●本庁・高齢者支援課または牛深支所…６人程度。看
護師、准看護師、介護支援専門員いずれかの資格を
持つ人、または介護保険認定調査員の実務経験が３
年以上ある人で、普通自動車の運転免許を持つ人。

　介護保険の要介護認定に関わる訪問調査や調査票の
パソコン入力など付随する事務。

●本庁・総務課…１人程度。
　基本的なパソコン操作（文書作成や表計算など）が
できる人。

　データ入力、臨時・非常勤職員賃金など支払業務・
社会保険の各種手続き、その他事務補助全般。

月～金曜日
（祝日を除
く）のうち４
日 間（ 週
29時間）。

月～金曜日
（祝日を除
く）の週29
時間。

平成29年１月17
日㊋ 10：00～
天草市民センター。
面接、パソコン操
作。

平成29年１月17
日㊋ ９：30～
本庁（新館）・第１会
議室。
面接。

平成29年
１月10日㊋
本庁・
高齢者支援課

平成29年
１月４日㊌
本庁・総務課

非常勤職員を募集します！非常勤職員を募集します！

□問本庁・健康福祉政策課、各支所／市社会福祉協議会本所☎322552、各支所

　民生委員・児童委員は３年ごとに改選さ
れることになっており、市では12月１日
付けで民生委員・児童委員275人、主任児
童委員28人が厚生労働大臣から委嘱され
ました。平成31年11月30日の任期まで、
地域福祉のボランティアとしてご活躍いた
だくことになります。
　民生委員・児童委員は、特定の区域を担
当し、高齢者や障がい者の福祉に関するこ

と、子育てなどの不安に関するさまざま
な相談・支援を行います。
　主任児童委員は、地域の児童福祉に関
する機関と連携を図り、区域担当の民生
委員・児童委員の活動をサポートします。
各地区の民生委員・児童委員と主任児童
委員は、本庁・健康福祉政策課または各
支所、社会福祉協議会本所または各支所
にお尋ねください。

民生委員・児童委員303人が新たに委嘱されました

民生委員・児童委員、主任児童委員活動について

・高齢者のいる世帯
・障がい者のいる世帯
・生活に困窮している
　世帯
・子どものいる世帯
・妊産婦のいる世帯
・母子・父子世帯
・その他の世帯

・市町村
・福祉事務所
・社会福祉協議会
・児童相談所
・保健所
・教育委員会
・学校
・保育所
・児童館
・医療機関
　　　　　  など

担当区域

民生委員・児童委員

関係機関

世帯状況把握

情報提供

相談・援助

連携・協力 連携・協力

連携・協力

連携・協力

民
生
委
員
・
児
童
委
員

主
任
児
童
委
員

・虐待の早期発見、予防
・ＤＶ、いじめ、不登校など
世帯の抱える問題の把握

・世帯が必要としている
サービスについて情報
提供

・各種相談　・見守り支援
・福祉サービス利用支援
（在宅福祉、生活費、子育
て支援など）

参照元：政府広報オンライン


